
平成３０年９月市議会定例会議案件名

議案第９５ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

議案第９６ 号 白河市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例

議案第９７ 号 白河市南湖湖畔店舗等に係る歴史的風致維持向上地区計画区域内における建築

物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

議案第９８ 号 市道路線の認定及び廃止について

議案第９９ 号 利益の処分及び決算の認定について

議案第１００号 平成３０年度白河市一般会計補正予算（第２号）

議案第１０１号 平成３０年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第１０２号 平成３０年度白河市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第１０３号 平成３０年度白河市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

議案第１０４号 平成３０年度白河市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

議案第１０５号 平成３０年度白河市水道事業会計補正予算（第１号）

報告第１５ 号 専決処分の報告について

報告第１６ 号 専決処分の報告について

報告第１７ 号 専決処分の報告について

報告第１８ 号 専決処分の報告について
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平成３０年９月市議会定例会議案要旨

議案第９５ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

個人番号制度の本格運用に伴い、特例対象被保険者等の申告に係る書類の提

示を原則不要とするため、所要の改正を行うものであります。

議案第９６ 号 白河市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例

国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、代替

保育の提供について保育所等以外の保育を提供する事業者から確保できるよう

にするなど、所要の改正を行うものであります。

議案第９７ 号 白河市南湖湖畔店舗等に係る歴史的風致維持向上地区計画区域内における建築

物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び旅館業法の一部改正

に伴い、引用する条項を整理するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第９８ 号 市道路線の認定及び廃止について

市道路線を認定し、及び廃止するため、道路法第８条第２項及び第１０条第

３項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。

議案第９９ 号 利益の処分及び決算の認定について

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２９年度白河市公営企業

会計の利益の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項

の規定により、平成２９年度白河市公営企業会計の決算を議会の認定に付する

ものであります。

議案第１００号 平成３０年度白河市一般会計補正予算（第２号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は１，１５１，０４８千円増額となり、歳入歳出予算総額

は２９，７２９，６２４千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、地方特例交付金７２７千円、国庫支出金１２８，８０６千
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円、繰越金９８０，５７６千円、諸収入１１，９９２千円、市債７２，９００

千円をそれぞれ増額補正し、地方交付税１０，４０６千円、県支出金３３，

５４７千円をそれぞれ減額補正するものであります。

歳出については、総務費６６３，８３４千円、民生費４６，４９８千円、農

林水産業費６５，４８８千円、商工費４９，４２７千円、土木費２１９，９６２

千円、消防費１，７０２千円、教育費１０４，１０４千円、災害復旧費３，

１０９千円をそれぞれ増額補正し、議会費１，３３３千円、衛生費１，７４３

千円をそれぞれ減額補正するものであります。

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。

財政調整基金積立金 ５２０，４３９千円

保育対策総合支援事業 １，７７８千円

ひがし保育園建設事業 ６，５４９千円

放課後児童クラブ運営費 １，７１８千円

健康教育事業 １，１９７千円

農業用施設維持管理事業 ６１，９６０千円

農業用施設整備“結”支援事業 ３，０００千円

インバウンド推進事業 ５，６７０千円

道路維持管理事業 １２８，６００千円

道路改良事業（交付金） ４５，８５０千円

歴史と伝統を活かしたまちづくり事業 ３，２３０千円

集古苑一般管理費 ２２，５２０千円

(2) 地方債の補正

事業の変更に伴い、地方債の限度額を変更するものであります。

議案第１０１号 平成３０年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は４２１，３５８千円増額となり、歳入歳出予算総額は

６，２９８，３６０千円となりました。

款別補正の歳入については、繰越金４９０，０４７千円を増額補正し、繰入

金６８，６８９千円を減額補正するものであります。

歳出については、基金積立金３０６，６３２千円、諸支出金１３３，４７６
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千円をそれぞれ増額補正し、総務費５，９６０千円、国民健康保険事業費納付

金１２，７９０千円をそれぞれ減額補正するものであります。

議案第１０２号 平成３０年度白河市介護保険特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は１４０，９５６千円増額となり、歳入歳出予算総額は

５，５８６，１２７千円となりました。

款別補正の歳入については、国庫支出金２３１千円、支払基金交付金６，

０６４千円、県支出金１１５千円、繰入金１，１１６千円、繰越金１３３，

４３０千円をそれぞれ増額補正するものであります。

歳出については、総務費９５１千円、地域支援事業費６０２千円、基金積立

金１００，５７６千円、諸支出金３８，８２７千円をそれぞれ増額補正するも

のであります。

議案第１０３号 平成３０年度白河市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は３，３６３千円増額となり、歳入歳出予算総額は２，

１４３，３１２千円となりました。

款別補正の歳入については、繰入金３，３６３千円を増額補正するものであ

ります。

歳出については、公共下水道事業費３，３６３千円を増額補正するものであ

ります。

議案第１０４号 平成３０年度白河市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は６６２千円増額となり、歳入歳出予算総額は８９７，

４１１千円となりました。

款別補正の歳入については、国庫支出金１００千円、県支出金６千円、繰入

金４５６千円、市債１００千円をそれぞれ増額補正するものであります。

歳出については、農業集落排水事業費６６２千円を増額補正するものであり

ます。

(2) 地方債の補正

事業の変更に伴い、地方債の限度額を変更するものであります。

議案第１０５号 平成３０年度白河市水道事業会計補正予算（第１号）
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(1) 業務の予定量の補正

主な建設事業の概要、改良費を７９８，１０６千円に改めるものであります。

(2) 収益的収入の補正

営業外収益３５２千円を減額補正し、その総額として水道事業収益１，２９８，

０００千円を予定するものであります。

(3) 収益的支出の補正

営業費用１５，３２４千円を減額補正し、その総額として水道事業費用１，

２６１，０８０千円を予定するものであります。

(4) 資本的収入の補正

工事負担金１４，６００千円を減額補正し、その総額として資本的収入３５４，

８９６千円を予定するものであります。

(5) 資本的支出の補正

建設改良費４３，８６０千円を増額補正し、その総額として資本的支出１，

０７４，５８８千円を予定するものであります。

(6) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正

予算に定めた職員給与費を１００，３１７千円に改めるものであります。

報告第１５ 号 専決処分の報告について

報告第１６ 号 専決処分の報告について

報告第１７ 号 専決処分の報告について

上３報告については、市道の管理瑕疵に伴う事故及び物損事故に係る損害賠

償について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同

条第２項の規定により議会に報告するものであります。

報告第１８ 号 専決処分の報告について

損害賠償請求事件に係る和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するものであり

ます。


